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●建設業退職金共済制度の掛金（建退共掛金） 

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額の記載

を行う。 

・下請け予定事業者が建設業退職金共済制度の加入事業者である場合 

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であり、かつ、当該工事現場に従

事する労働者がいる場合 

  

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「－」

と記載を行う。 

・入札参加者及び全ての下請予定業者が建設業退職金共済制度の加入事業者でない場

合 

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であるものの、当該工事現場に従

事する労働者がいない場合 

 

現場労働者の法定福利費の事業主負担額と建退共の掛金は、公共土木工事の積算上、

現場管理費に含まれることから、現場管理費の内数として記載することとしている。 

公共建築工事については、現場労働者の法定福利費の事業主負担額は一般的に直接工

事費に含まれるため、工事原価の内数として記載することとしている。また、建退共の

掛金は、現場管理費に含まれることから、現場管理費の内数として記載することとして

いる。 

  


